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７　

国
際
特
許
出
願
に
関
し
特
許
公
報
に
掲
載

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
百
九
十
三

条
第
二
項
第
三
号
中
「
出
願
公
開
後
に
お

け
る
」
と
あ
る
の
は
、「
国
際
公
開
が
さ
れ

た
国
際
特
許
出
願
に
係
る
」
と
す
る
。

第
一
八
四
条
の
九　
（
略
）

２
～
４　
（
略
）　

５　

国
際
特
許
出
願
に
つ
い
て
は
、
第

四
十
八
条
の
五
第
一
項
、
第
四
十
八
条

の
六
、
第
六
十
六
条
第
三
項
た
だ
し

書
、
第
百
二
十
八
条
、
第
百
八
十
六
条

第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第

百
九
十
三
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、

第
七
号
及
び
第
十
号
中
「
出
願
公
開
」

と
あ
る
の
は
、
日
本
語
特
許
出
願
に
あ

つ
て
は
「
第
百
八
十
四
条
の
九
第
一
項

の
国
際
公
開
」
と
、
外
国
語
特
許
出
願

に
あ
つ
て
は
「
第
百
八
十
四
条
の
九
第

一
項
の
国
内
公
表
」
と
す
る
。

６
・
７　
（
略
）

特
許
法
第
一
八
四
条
の
九


